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焼却炉の解体について 

 

（１）概要 

 岩木川浄化センターの焼却炉（下水汚泥専用炉）は、老朽化が進行していることから、解体を

行う計画である。 

 解体を実施するにあたり、ダイオキシン、アスベスト対策が必要となることから、対策方法に

ついて整理する。 

 

（２）施設概要 

  住   所：青森県弘前市大字津賀野字浅田 1168（岩木川浄化センター内） 

 焼却炉能力：80t/日 

 焼却炉形式：流動焼却炉 

 設置位置 ：建屋内 

 停止時期 ：2026 年（令和 8年）3月（予定） 

 解体時期 ：2026 年（令和 8年）4月～10月（予定） 

 概略フロー：次ページに示す。 
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別紙２１　汚泥焼却設備の解体方法（案）
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（３）ダイオキシン測定結果 
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（４）アスベスト含有物 

 以下の箇所にアスベストの含有物を示す。 

   

表 1．アスベスト含有物 

名称 形式 含有箇所 

ケーキ定量フィーダ マルチスクリュ取出 軸受カバー：V/#1500 

砂搬送コンベア バケットコンベヤ グランドパッキン：グラファイト石綿 

砂ホッパ 鋼板製角形 ﾊﾟｯｷﾝ：T/#1100、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ：T/#9075-f 

ホッパ下部ロータリーバルブに使用 
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（５）解体作業手順 

  解体作業手順を表 2に示す。 

  着色部は次ページ以降に詳細な内容を示す。 

表 2 解体作業手順 

項目 内容 

1.作業環境測定 ダイオキシン類の濃度を測定する。 

2.解体方法の設定 管理区域、解体工法・養生等について、労働基準監督署と事前協議

を行い決定する。 

3.解体作業計画の届出 解体作業開始の 14 日以前に労働基準監督署に解体作業計画の届出

を行う。 

4.解体工事開始 解体工事作業員に対して特別教育を実施。 

労働基準監督署において解体作業計画が受理され、工事開始 

5.対象外機器の撤去 ダイオキシン類・アスベスト対策対象外機器の撤去を行う。 

6.対象機器の付着物除

去作業 

ダイオキシン類付着物の除去作業を行う。 

7.対象機器の解体 ダイオキシン類・アスベスト対策対象機器の解体を行う。 

8.集合架台の解体 集合架台の解体を行う。 

9.空気中ダイオキシン

類濃度の測定 

解体作業中の空気中ダイオキシン濃度類の測定を行う。 

10.基礎のはつり等 上記以外の設備撤去や基礎はつりなどを行う。 

11.廃棄物の分別 ダイオキシン類濃度によって特別管理産業廃棄物の区分けをする。

アスベスト含有物も分別する。 

12.廃棄物の運搬・処

理・処分 

廃棄物運搬・処理許可業者により適正に処分を実施する。 

（「下水汚泥焼却施設のダイオキシン類ばく露防止対策技術資料」参照） 
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１．作業環境測定 

①空気中のダイオキシン類濃度の測定 

解体作業開始前（工事開始の 6ヶ月以内）に空気中のダイオキシン類濃度を測定する。 

 

表 3．作業環境測定における測定内容 

項  目 測 定 内 容 備  考 

併行測定 

①空気中 ダイオキシン類濃度（粒子状） 

②空気中 ダイオキシン類濃度（ガス状） 

③空気中 総粉じん濃度 

サンプリングは同時に併行し

て行い、4時間以上 

A 測定 空気中の総粉じん濃度 
5 点以上 

サンプリングは 10 分以上 

（「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」より） 

 

②解体対象機器の内部付着物中ダイオキシン類濃度の測定 

解体作業開始前に付着物測定の対象機器より、付着物採取を行い、ダイオキシン類濃度を

測定する。過去に測定した焼却灰では、0.0000003ng-TEQ/g（排出基準 3ng-TEQ/g）と非常に

濃度が低いことから測定箇所は各設備の代表設備１基ずつとする。 

ダイオキシン対策必要機器と測定箇所を表 4 に示す。 

 

表 4．ダイオキシン対策必要機器及び測定箇所 

設備名 対策必要設備 数量 測定有無 

焼却装置 

流動焼却炉 1 有 

砂冷却コンベヤ 1 無 

砂搬送コンベヤ 1 無 

砂ホッパ 1 無 

熱回収装置 

空気予熱器 1 有 

白煙防止予熱器 1 無 

冷却塔 1 無 

集じん装置 

バグフィルタ 1 有 

灰搬送コンベヤ 1 無 

灰ホッパ 1 無 

灰加湿器 1 無 

排煙処理装置 

排煙処理塔 1 有 

煙突 1 無 

循環ポンプ 2 無 

誘引ファン 1 無 
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 ２．解体方法の設定 

  ①管理区域の設定 

   ダイオキシン類濃度測定結果から管理区域の設定を行う。本施設については、 

「保護具選定に係る第１管理区域（レベル１）」と考える。 

 但し、付着物除去作業を行う作業者はレベル３の保護具を着用する。 

（正式には解体工事実施前に測定を実施するが、ここでは過去の測定結果で仮定する。） 

 

表 5 ダイオキシン類濃度測定結果 

項目 値 備考 

空気中（A測定値） 0.07pg-TEQ/m3 測定値の実績最大値 

空気中（B測定値） 0.07pg-TEQ/m3 測定値の実績最大値 

汚染物 0.00000003ng-TEQ/g 焼却灰の実績値 

 

表 6 環境測定結果に対する管理区域 

 
第 1評価値＜ 

2.5pg-TEQ/m3 

第 2評価値≦ 

2.5pg-TEQ/m3 

≦第 1評価値 

2.5pg-TEQ/m3 

≦第 2評価値 

B 測定値＜ 

2.5pg-TEQ/m3 
第 1管理区域 第 2管理区域 第 3管理区域 

2.5pg-TEQ/m3 

≦B測定値≦ 

3.75pg-TEQ/m3 

第 2管理区域 第 2管理区域 第 3管理区域 

3.75pg-TEQ/m3 

＜B測定値 
第 3管理区域 第 3管理区域 第 3管理区域 

  ※第１評価値は、Ａ測定値を幾何平均等をして算出するが、基準値を大きく下回るため、第

１評価値＝Ａ測定値とした。 

 

表 7 保護具選定に係る管理区域 

 上記の第 1管理区域 上記の第 2管理区域 上記の第 3管理区域

d＜ 

3,000pg-TEQ/g 

保護具選定に係る 

第 1管理区域 

保護具選定に係る 

第 2管理区域 

保護具選定に係る 

第 3管理区域 

3,000pg-TEQ/g 

≦d＜ 

4,500pg-TEQ/g 

保護具選定に係る 

第 2管理区域 

保護具選定に係る 

第 2管理区域 

保護具選定に係る 

第 3管理区域 

4,500pg-TEQ/g 

≦d 
保護具選定に係る 

第 3管理区域 

保護具選定に係る 

第 3管理区域 

保護具選定に係る 

第 3管理区域 

d 値：汚染物サンプリングのダイオキシン類濃度 
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表 8 管理区域とレベル区分に応じた防護具の基準 

 
保護具選定に係る 

第 1管理区域（レベル 1） 

保護具選定に係る 

第 2管理区域（レベル 2） 

保護具選定に係る 

第 3管理区域（レベル 3） 

保護具 

概要 

呼吸用 

防護具 
防塵マスク 防塵防毒併用タイプ呼吸用保護具 

プレッシャデマンド形エアラインマ

スク 

（JIS T 8153）又はプレッシャデマ

ンド形空気呼吸器（JIS T 8155） 

保護衣 
粉じんの付着しにくい作業服（上

下） 

密閉型防護服（JIS T 8115）（耐水

性） 

密閉型防護服（JIS T 8115）（耐水

性） 

保護帽 ヘルメット ヘルメット ヘルメット 

手 袋 保護手袋 化学防護手袋（JIS T 8116） 化学防護手袋（JIS T 8116） 

服 装 
作業服・綿製長袖下着 

綿製ソックス・綿製手袋 

作業服・綿製長袖下着 

綿製ソックス・綿製手袋 

綿製長袖作業着（綿製長袖下着） 

綿製長ズボン・綿製ソックス・綿製

手袋 

保護靴 作業に応じて適宜使用 作業に応じて適宜使用 化学防護長靴（JIS T 8117） 

安全帯 

耐熱服 
作業に応じて適宜使用 作業に応じて適宜使用 作業に応じて適宜使用 
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  ②解体工法・養生等について 

 本施設は焼却施設一式が一つの建屋内の収められていることから、建屋内全体を管理区域

として管理する。 
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７．対象機器の解体 

 ダイオキシン類付着物を除去した機器は、散水による粉塵対策を行い解体する。 

 なお、アスベスト含有機器については、分解が難しいものは部品一体を、パッキンは

アスベストが飛散しないように湿潤状態で取り外しを行い、取り外したものは２重梱

包し、廃棄物処理を行う。 

 

表 9 アスベスト含有物 

名称 形式 含有箇所 除去方法 

ケーキ定量フィーダ マルチスクリュ取出 軸受カバー 部品一体 

砂搬送コンベア バケットコンベヤ グランドパッキン 湿潤除去 

砂ホッパ 鋼板製角形 ﾊﾟｯｷﾝ 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

ﾎｯﾊﾟ下部ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞ用 

湿潤除去 

湿潤除去 

部品一体 

 

 

８．空気中のダイオキシン類濃度の測定 

 解体作業中の作業環境を把握するため、空気中のダイオキシン類濃度の測定を行う。 

 測定は、測定前と同様に以下の測定を行う。 

 

表 10 作業中のダイオキシン濃度測定 

項  目 測 定 内 容 備  考 

併行測定 

①空気中 ダイオキシン類濃度（粒子状） 

②空気中 ダイオキシン類濃度（ガス状） 

③空気中 総粉じん濃度 

サンプリングは同時に併行し

て行い、4時間以上 

A 測定 空気中の総粉じん濃度 
5 点以上 

サンプリングは 10 分以上 

（「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」より） 

223



維
持
管
理
動
線
を
明
確
に
し
て
提
示
（
土
木
）
 

 

図
-1
 
岩
木
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
 
汚
泥
有
効
利
用
施
設
候
補
地
位
置
図
 

⑫
～
2
0､
36

写
真
位
置
図

②
③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

①

2
1～
23

2
4～
2
6

2
7～
2
9

30
～
3
1

3
2～
3
3

3
4
,3
5

224

別紙２２　現地写真



1
焼却炉建屋

2
焼却炉建屋

3
B系機械濃縮棟
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4
B系機械濃縮棟

5
水処理

6
弘前処理場ブロワ棟
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7
弘前処理場ブロワ棟

8
弘前処理場汚泥濃縮槽

9
弘前処理場汚泥消化槽
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10
雨水排水路

11
候補地B付近の道路

12
ケーキホッパ
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13
ケーキホッパ２

14
汚泥処理棟ホッパ室シャッター

15
No.2ケーキ搬出機
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16
No.3ケーキ搬出機

17
No.1-2ケーキ搬出機、ケーキホッパ

18
ケーキ移送ポンプ
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19
排水ポンプ

20
排水ポンプ２

21
脱水ケーキ管増設端
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22
脱水ケーキ管
焼却炉側と増設端の分岐部

23
候補地A上水分岐箇所

24
焼却炉
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25
焼却炉２

26
焼却炉３

27
砂ろ過設備
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28
砂ろ過設備２

29
砂ろ過設備３

30
候補地B上水分岐箇所
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31
候補地B上水分岐箇所2

32
候補地C上水分岐箇所

33
候補地C上水分岐箇所2
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34
管理棟1階電気室取り合い箇所

35
管理棟1階電気室取り合い箇所2

36
汚泥処理棟1階電気室
本施設用中継端子箱設置予定場所
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別紙２３　弘前放流管、希釈水管



238



239



240



241



242



        

        

                        

243

別紙２４　汚泥焼却棟建屋アスベスト調査結果
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当
す
る
場
合
は
，
低
減
係
数
0
.9
を
適
用
し
，
⑧
’
を
計
算
す
る
。

※
1
 「
ビ
ル
の
規
模
に
よ
る
補
正
率
」
を
い
う
。

○
限
度
値
 5
0
kV
A
(6
.6
kV
受
電
)，
3
0
0
kV
A
(2
2
,3
3
kV
受
電
)，
2
,0
0
0
kV
A
(6
6
kV
以
上
受
電
)　
に
よ
り
判
定
す
る
。

　
　
　
高
圧
受
電
の
ビ
ル
で
あ
っ
て
契
約
電
力
相
当
値
が
2
,0
0
0
kW
以
下
の
場
合
は
，
β
に
表
2
0
2
-
3
-
3
の
値
を
適
用
す
る
。

→
　
P
０
（
⑧
又
は
⑧
’
）
 ＞
 限
度
値
　
と
な
る
場
合
は
，
第
２
ス
テ
ッ
プ
へ

　
　
　
こ
れ
以
外
の
ビ
ル
は
電
力
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
β
を
決
定
す
る
。
ま
た
，
ビ
ル
以
外
の
場
合
は
，
1
を
適
用
す
る
。
 

第
２
ス
テ
ッ
プ

※
2
 厳
密
に
は
，
②
に
基
本
波
入
力
容
量
，
⑨
に
基
本
波
入
力
電
流
を
用
い
て
計
算
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
，

○
対
象
次
数
：
高
次
の
高
調
波
が
特
段
の
支
障
と
な
ら
な
い
場
合
は
，
第
5
次
お
よ
び
第
7
次
と
す
る
。

　
　
　
定
格
入
力
容
量
，
定
格
入
力
電
流
を
用
い
て
計
算
し
て
も
よ
い
。

○
Ⅰ
か
つ
Ⅲ
に
該
当
す
る
場
合
は
，
低
減
係
数
γ
n
　
(γ
5
=
0
.7
，
γ
7
=
0
.9
，
γ
1
1
以
上
は
1
.0
)を
適
用
し
，
⑭
を
計
算
す
る
。

作
成
者

○
高
調
波
流
出
電
流
（
⑬
又
は
⑭
）
 ＞
 高
調
波
流
出
電
流
の
上
限
値
(⑮
)　
と
な
る
場
合
は
，

指
針
2
0
2
-
1
の
2
.の
「
(4
) 
高
調
波
流
出
電
流
の
詳
細
計
算
と
抑
制
対
策
の
検
討
」
を
実
施
し
，
こ
の
内
容
を
計
算
書
（
そ
の
２
）
に
記
載
す
る
。

詳
細
計
算
で
は
，
低
減
係
数
γ
n
を
適
用
で
き
な
い
た
め
，
⑭
で
は
な
く
⑬
の
値
を
も
と
に
し
て
検
討
す
る
。

次
  
数

上
限
値
 [
m
A
]

⑧
'=
⑧
×
0
.9
 （
Ⅰ
か
つ
Ⅲ
に
該
当
す
る
場
合
）

⑫
　
　
合
計
 I
n

高
調
波
発
生
機
器
を
全
て
抽
出
し
，
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。

限
度
値
 [
kV
A
]

⑭
=
⑬
×
γ
n

第
2
ス
テ
ッ
プ
の
検
討
要
否
判
定

高
調
波
流
出
電
流
の
上
限
値

⑧
 =
∑
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
合
計
 P
0

A
系
1
/
4
N
O
.3
,4
返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
(1
1k
W
)

B
系
3
/
4
N
O
.1
,2
返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
(2
2
kW
)

N
O
.1
,2
汚
水
ポ
ン
プ
(7
5
kW
)

ベ
ル
ト
型
ろ
過
濃
縮
機
(減
速
機
)(
0
.2
kW
)

凝
集
装
置
(減
速
機
)(
0
.4
kW
)

A
系
2
/
4
N
O
.3
返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
(2
2
k
W
)

A
系
2
/
4
N
O
.1
,2
返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
(1
1k
W
)

第
１
ス
テ
ッ
プ

第
２
ス
テ
ッ
プ

A
系
1
/
4
N
O
.1
,2
返
送
汚
泥
ポ
ン
プ
(1
1k
W
)

　
　
申
込
年
月
日
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
受
付
№

お
客
さ
ま
名

青
森
県

契
約
電
力
相
当
値

補
正
率
β

　
　
受
付
年
月
日
　
　
年
　
　
月
　
　
日

①①

✓
✓

①
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別紙２５　高調波流出計算



管
廊

汚
泥
焼
却
棟

焼
却
電
気
棟

県
事
業
者

事
業
者

県
事
業
者

県
管
廊
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別紙２６　汚泥焼却棟建屋維持管理・運営範囲図



管
廊

汚
泥
焼
却
棟

事
業
者

県
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管
廊

焼
却
電
気
棟

県
事
業
者

事
業
者

県

管
廊
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管
廊

汚
泥
焼
却
棟

焼
却
電
気
棟

県
事
業
者

事
業
者

県
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